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〈広告〉

作成費用の一部を補助します
　離婚時に養育費にかかる取決めを行い、債務名義化することを支援するため、養育
費に関する公正証書等の作成に要した本人負担費用の一部を補助します。
補助対象経費・補助額 公証人手数料等の費用（上限４万３千円）
対  市内在住で 20 歳未満の児童を現に扶

養し、補助対象経費を負担したひとり
親家庭の父または母

申請期限　 公正証書を作成した日の翌日
から起算して６か月以内

他詳細は市ホームページをご覧ください。

◆現況届は 11 月 14 日（金）までに提出を
　ひとり親家庭等医療費の受給資格者（受給者証の交付停止者も含む）は、受給資格
更新のために現況届の手続きが必要です。対象者には 10 月下旬に案内を送付しまし
た。※児童扶養手当の現況届が提出済の人は不要
◆ひとり親家庭等医療費助成制度が未登録の人は登録を
対  市内に住所を有する、母子家庭・父子

家庭などの 18 歳年度末（一定の障害
がある場合は 20 歳未満）までの児童
とその母、父、養育者（所得制限あり）

　※ 下記の人は対象になりません
　・生活保護法の適用を受けている人
　・施設に入所している人
　・里親および里親に養育されている人
　・ 他の医療費支給事業により医療費を

受給できる人

登録に必要なもの
【児童扶養手当を受給していない人】
・戸籍謄本
・健康保険証または資格確認書等
・申請者の本人名義の通帳等
【児童扶養手当を受給している人】
・児童扶養手当証書
・健康保険証または資格確認書等
・申請者の本人名義の通帳等

問子育て支援課子育て支援担当（☎ 594-5537）

ひとり親家庭等医療費のお手続きを

11月９日～15日は
秋の全国火災予防運動

　火災が発生しやすい時期を迎えます。
火の取扱いは今まで以上に気をつけ火災
予防対策をしましょう。
問  埼玉県央広域消防本部予防

課（☎ 048-597-2004）

　お子さんが高校・大学等に入学する際
に一時的に経済的困難が生じる場合、保
護者に準備金をお貸しします。
期    11 月 10 日（月）～
　令和８年１月 30 日（金）
貸付限度額　高校…20 万円
　　　　　　大学等…40 万円
申 問学校教育課学事担当
　（☎ 594-5563）

入学準備金貸付制度 

　法律および埼玉県条例により、野外焼
却（野焼き）は禁止されています。
罰 則規定　違法に野外焼却した者（未遂

を含む）は５年以下の懲役もしくは
１千万円以下の罰金またはこの両方

（法人は３億円以下の罰金）に処せら
れる場合があります。ごみは適切に排
出してください。

原 則禁止の例外　農業を営むためやむを
えない焼却（例：稲わらの焼却）など
は例外に該当します。ただし、周囲の
生活環境が損なわれている場合は、指
導の対象となります。

問環境課環境政策・保全担当
　（☎ 594-5524）

野外焼却（野焼き）の禁止

お知らせ

　11 月 11 日～ 17 日の「税を考える
週間」に、児童・生徒の皆さんによる税
のメッセージ作文や絵はがき等を展示し
ます。
期 11 月 11 日（火）～ 17 日（月）
場   HEY WORLD!!
　（ヘイワールド・深井 6-87）
問   上尾税務署（☎ 048-770-1800）

税のメッセージ展 ケアラー月間パネル展
　11 月のケアラー月間に合わせて、パ
ネル展を開催します。ケアラーへの理解
や協力の輪を広げ、ケアラーが孤立する
ことのない社会をめざしましょう。
期 11 月 18 日（火）～ 21 日（金）
場   文化センター
問    共生福祉課地域共生担当
　（☎ 594-5517）

ひとり親家庭の皆さんへ

人】

等

10 2025年11月１日発行

お知らせ・募集・イベント・スポーツ

〈広告〉

ごみ処理施設整備等に伴う
都市計画の決定にかかる案の縦覧

　鴻巣都市計画ごみ焼却ごみ処理場の決
定にかかる案の縦覧を行います。北本市・
鴻巣市・吉見町に在住または利害関係者
は縦覧期間中に意見書を提出できます。
期  11 月 17 日（月）～ 12 月１日（月）

の平日開庁時間
場  北本市都市計画課、鴻巣市都市計画課、

吉見町まち整備課および
　鴻巣市ホームページ
意 見の提出方法　12 月１日
（月・必着）17：15 までに鴻巣市都市
計画課で配布または鴻巣市ホームペー
ジ掲載の様式に記入し、鴻巣市都市計
画課へ直接または郵送。

問北本市都市計画課都市計画担当
　 （☎ 594-5546）、鴻巣市都市計画課

計画担当（☎ 048-541-1321）

女性に対する
暴力をなくす運動

　毎年 11 月 12 日～ 25 日は、「女性に
対する暴力をなくす運動」期間です。
①パープルリボンキャンペーン

期 11 月 12 日（水）～ 25 日（火）
　・パープルリボンの貼付
 　 女性に対する暴力根絶のシンボルであ

るパープルリボンを市職員と市内参加
事業所の職員の名札に貼付

　・パープルライトアップ
 　 市役所庁舎と参加事業所を

紫色にライトアップ
申  11 月７日（金）まで参加事業所を

募集中。詳細はホームページへ。
②性犯罪防止の啓発パネル展

期 11 月 17 日（月）～ 20 日（木）
場市役所

問人権推進課（☎ 594-5506）

都市計画マスタープラン/立地適正化計画の
市民説明会とパブリック・コメント 　５月の赤十字運動月間では、皆さんか

ら 243 万 8,969 円（９月 16 日現在）
の会費と寄附金（活動資金）が寄せられ
ました。赤十字では災害救護活動・国際
救護活動・救急法等講習事業・血液事業・
医療事業などを展開しています。今後も
ご理解とご協力をお願いします。
問共生福祉課地域福祉・監査担当
　（☎ 594-5534）

赤十字への寄附のご協力
ありがとうございました

募 集
自衛官等

①一般曹候補生
対  18 歳以上 33 歳未満の者。32 歳

の者は、採用予定月の末日現在、
33 歳に達していない者

　受 付期間　11 月 21日（金・必着）まで
１次試験　11 月 29 日（土）～

　　　　　　12 月 4 日（木）
②自衛官候補生

対  ①と同じ　　　　受付期間　随時
　試 験日　 受付時またはホームページで
　　　　　お知らせ
③高等工科学校生徒

対  中卒（見込含）17 歳未満の男子
　受 付期間 推薦：11月 28 日（金）まで、

一般：令和 8 年 1 月 15 日（木）まで
　１ 次試験　推薦：令和 8 年 1 月 10 日

（土）～ 12 日（月・祝）、一般：令
和 8 年 1 月 24 日（土）・25 日（日）
のいずれか

他  詳細はホームページへ。
問自衛隊熊谷地域事務所
　（☎ 048-522-4855）　

　都市計画の基本的な方針を定める「都
市計画マスタープラン」と、居住機能や
福祉・商業等の都市機能の集約を図る「立
地適正化計画」の策定を進めています。
両計画案について市民説明会とパブリッ
ク・コメントを実施します。　

 市民説明会 ※①②とも同じ内容
時① 11 月 22 日（土）10：00 ～ 12：00
　② 11 月 25 日（火）14：00 ～ 16：00
場   文化センター　申   不要　

 パブリック・コメント
　計画案は市ホームぺージまたは都市計
画課および市政情報コーナーで閲覧でき
ます。

意 見の提出方法　11 月 27 日（木）～
12 月 26 日（金）に住所・氏名・電
話番号（FAX 番号または E メール
アドレス）を記入し、次の方法によ
り都市計画課都市計画担当（☎ 594-
5546）に提出してください。

　① 郵便（〒 364-8633 住所記載不要）　
　② FAX（592-4925）
　③直接持参　　　
　④回答フォーム
　※ ①～③はホームページ
　　 掲載の「北本市パブ

リック・コメント手続
意見提出書」で提出。

▲都市計画
マスタープラン

▲立地適正化計画

意見を募集！
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